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序 研究対象とその意義

本 稿 は 、 欧 州 連 合(EU)の 三 本 柱 の ひ とつ で あ る欧 州 共 同 体(EC)に お け

る政 策 実 施 の た め の 措 置 を決 定 す る二 次 的 立 法 の形 成 手 続 き を対 象 と して い

る。

ECに お い て は最 終 的 意 思 決 定 す なわ ち立 法 は、 理 事 会(Council)と よば

れ る各 加 盟 国 の 閣 僚 の 集 ま り に よ っ て な され る。 また 欧 州 連 合 条 約(TEU)

が 規 定 して い る分 野 に関 して は、 欧 州 議 会(EuropeanParliament)と 理 事

会 との 「共 同 決 定(co・decision)」 に よ る。 決 定 され た 政 策 は 、 規 則(Regula-

tion)、 命 令 も し くは指 令(Directive)、 決 定(Decision)、 勧 告(Recommenda-

(2)

tion)、意見(Opinion)の いずれかの形式で発布される。 このうち、規則 と命

令 と決定 は法的に拘束力を有するものであ り、特に規則 と命令については、

そこで規定された事項を実施する義務を加盟国が負う。この政策の実施段階

において、より具体的な実施措置を定める二次立法が制定され ると、よりス

ムーズで効率的な実施措置の制定のためにコミッションを支援 する目的で、

委員会が設置される。こうした委員会 による諮問制度をさして、コミトロジー

とよびならわされている。

コミトロジーは、共通農業政策(CAP)の なかでも市場の管理 というきわ

めて限定 された分野で、あくまで例外的な政策措置 として開始 されたが、前

EC委 員長 ドロールの就任時には委員会の正確 な数の把握 さえ困難なほ どに

多 くの分野 に広がっていた。 このようなコミトロジーの存在は早 くから知 ら

れてはいたものの、1987年 の単一欧州議定書(SEA,SingleEuropeanAct)

による改定 までは設立条約に基盤 を持つ制度ではなかったこと、また、対処

的に設置 されていったさまざまな委員会が異なる手続 きで濫立する状況を呈

するようになった こと、加 えて議事録が公開されないこと、などの理由から、

ECに おける意思決定過程の複雑で不透明なあ り方の象徴 とされてきた。 こ

うした状況 は、1987年 の理事会決定によってひ とまず法的に整理 されたが、

近年、EUの 拡大に際 して、効率的意思決定が大 きく問題視されるようにな

り、そのなかでコミトロジーがあらためて議論されるようになっている。ま
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た、コ ミトロジー手続 きにおいては欧州議会が排除されていることから、EU

におけるいわゆる 「民主主義の赤字」の制度的一例 として、欧州議会 か らの

継続 した批判にもさらされている。

こうした背景のもと、1997年10月 に署名 されたアムステルダム条約 に附

記 された第31宣 言書は、「コミトロジー決定」 と一般に称 されている現存の

理事会決定を見直 し、1998年 末 までに、EC/EUの 機構i改革の観点から、改正
(5)

案を提出することを、コミッションに対 して要求 している。 これは、来世紀

早々に予測されている加盟国の拡大を視野に置いた、より迅速で効率的な決

定過程の要を満たそうとするものである。

その一方で、 コミトロジーの本来の目的である政策実施のための委員会 と

いう性格に鑑みて、各加盟国の現実に基づいた議論の場 を提供 し、参加者の

審議 を通して具体的措置を練 り上げてい く過程に注 目した、超国家主義(su-
(6)

pranationalism)の 評価すべき一側面、 と位置づける論 も出されている。

このように、さまざまな議論 を喚起する制度であり、かつ、欧州統合を実

践するうえで重要な役割を果たしている制度であるにもかかわ らず、邦文の

文献 においては、コミトロジーへの言及は見 られるものの、コ ミトロジーそ

のものを論 じた研究はほとんど存在 しない。

本稿 においては、数あるEU研 究の日本 における空隙を埋めるべ く、そし

て、「欧州統合」と称 される営みを実体的に解明す る一つの手がか りを提供 し

ようとするものである。具体的には、EUの 制度的批判のや り玉にあげられて

いるコミトロジーがなぜ始 まり、かつ広 まっていったのかを検証する作業を

通 じて、統合の営みにとってコミトロジーがいかなる意義を有 していたのか

をまず考察する。すなわちコミトロジー手続きが多 くの分野へ と広まり定着

していった背景には、統合の営みにおける何 らかの必要性 と機能性 とが見出

せるのではないだろうか。単一欧州議定書以来の改革の議論は、EUと いう実

験的な政体の構造に深 く由来する問題を表象するものである。 これらのコミ

トロジーの争点を整理 し問題点を明 らかにすることで、コミトロジーの運用

が政体 としてのEUを 理解するひとつの指標 となりうるのではないかと考え

るのである。

一206一



4

第1章 コミ トロジーの類型 と歴史

(9)
一般 にコミトロジー と呼ばれているのは、二次立法である政策実施措置の

制定に際して、コミッションによる提案に対する意見 を諮問するための一連

の委員会手続 きである。

ECの 意思決定機関である理事会か ら行政機関であるコミッションへ委任

される政策実施権限を行使するに際 して、コミッションは各加盟国の代表か

ら構成される委員会の意見を参考 にして、具体的な実施措置を決定すること

が、一次立法によって規定され る場合がある。 こうしたコミトロジー手続 き

を規定 した立法措置は、1987年 以後で も、理事会による立法全体の約20%を

占め、その中心は予算執行を伴 う各種のプログラムと共同決定が適用され る

政策分野であるという。

コミトロジー委員会の始 まりは、1962年 の共通農業政策(CAP)の 発足の

ときまでさかのぼることができるが、その後の共同体権限の拡大 にしたがっ

て、コミトロジー委員会の形式 も数 も、大幅に増加 していった。 このような

状況は、政策決定過程のわかりにくさ(透 明性の欠如)の 批判の的となり、

また、 コミトロジー委員会の法的根拠の不在が これらの委員会の正統性を不

明なものとしていた。こうした状況を解決することを目指 したのが、1987年

に出 された理事会決定、いわゆるコミトロジー決定、であり、そこにおいて、

コミトロジー委員会は二つの変形を持つ3種 類、すなわち合計5つ の手続 き

形式 として規定 された。

本章 においては、まず、3種 類5形 式 に規定されている手続 きを概観 した

後に、コミトロジーの発生から膨張を、共同体全体の歴史的文脈の中で跡付

ける。その後に、コミトロジー決定に至 るまでの議論 を紹介する。

1.1コ ミ トロジ ー の 類 型

1987年7月13日 の理事会決定第373号 により、コミトロジー手続 きは、設

置 される委員会の性格にしたがって、諮問委員会、管理委員会、規制委員会
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の三つの方式が規定された。第二 と第三の手続 き、すなわち、管理員会 と規

制委員会方式には、それぞれに一つの変形が付随され、委員会手続きの形式

としては合計5つ(巻 末、図2を 参照のこと)、加 えて、一つの保障措置(手

続 き形式は二種類)も 規定 されている。

これら全ての委員会は、手続きは異なっているが、共通 した構成をもつ。

すなわち、共同体加盟国各政府の代表15名 とコ ミッション職員か ら成 り、議

長は、コミッション代表が務 める。コミッション代表は、当然のことながら
(11)

委員会で扱 う分野 を担当する総局(DG)か ら出され、委員会事務局 も受け持
(12)

つ。各委員会の意見は、欧州連合条約に規定されている特定多数決に準 じて

採決 される。 この時、議長には投票権はない。

1。1.1手 続 き1:諮 問委員会(AdvisoryCommittee)

コミッションが提出する政策実施措置の提案(proposal)に 対 して、一定期

間内に意見を表明する。委員会の意見は、少数意見 も含めて議事録 に記録 さ

れ、 コミッションは提案の実施 に際 しては、表明された意見に最大の考慮を

払い、最終的な実施措置を委員会に告知する、 とされる。

単一欧州議定書制定のための政府間会議(IGC)の 最終声明は、諮問委員会

方式を常例 とすべきことを閣僚理事会に対 して勧告 しているが、当手続 きは、

単に諮問を要求するのみであり、拘束力を持たないため、コミッション提案

によらずに、理事会が当手続 きを新たに採択することは少ない。ただし、競

争政策の分野においては伝統的に諮問委員会手続きをふんでお り、 この事実
(正3)

は理事会 も追認 している。

1.1.2手 続 きII:管 理 委 員 会(ManagementCommittee)

コ ミ ッ シ ョ ン提 案 に対 し て、一 定 期 間 内 に意 見 を 表 明 し、そ の 意 見 が コ ミ ッ

シ ョン提 案 を承 認 す る もの で あ っ た 場 合 は 、そ の案 件 は即 時 実 行 に移 さ れ る。

しか しな が ら、 否 定 的 意 見 が 表 明 され た場 合 に は、 コ ミッ シ ョン提 案 は理

事 会 へ 告 知(communicate)さ れ 、 つ い で 、 次 の 二 つ の手 続 きの どち らか が

採 られ る こ と に な る。
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(14)

(a)コ ミッションは、提案の実施を一 ヶ月まで延期することができる。延期

は義務づけられてはいないが、 この方法が取 られた場合は、その間に、理

事会は特定多数決によって、コミッション提案 とは異なる決定 を下す こと

ができる。 しかし、コミッションが実施の延期を行わない場合は、提案は

原案通 りに実施される。

(b)コ ミッションは、個別案件 ごとに理事会が決定する三ヶ月を超 えない範

囲で実施 を延期 し、その間、理事会は特定多数決によって、提案 とは異な

る決定を下す ことができる。(決定がなされない場合 には、提案は実施され

る。)この方法によれば、拘束力のない管理委員会の意見でも、原案に否定

的である場合には、理事会を通 しての修正が可能である。

これ らのやや一貫性 を欠 く内容 を持つ二つの手続 きは、かたやコ ミッショ

ンによる迅速な政策の実施 を可能 にし、かたや、加盟国によるヨーロッパ政

策の管理を可能にすることが意図されている。

手続 き(a)は、農業、環境、原子力安全、漁業、関税などの分野で援用 され

ているが、その中心は圧倒的に農業分野の市場管理が占めている。 この手続

きによる委員会はコミトロジーの原形であり、最 も長い実績 を持つ農業の市

場管理においては、委員会の業務はほぼ日常化 しており、会合が開かれずに

電話のや り取 りのみですまされるほどであるという。

手続き(b)は、域内市場や産業政策 に関す る分野で援用 されているが、実際

に適用されることは希であり、元来は、次に述べる規制委員会方式によらず

に、加盟国による政策決定過程の管理を可能 にしようと意図されていたので
(16)

あ っ た 。

1.1.3手 続 きIII:規 制 委 員 会(RegulatoryCommittee)

他 の二つ の 委 員 会 と同様 に、 コ ミ ッ シ ョ ンに よ る政 策 実施 措 置 の提 案 に対

す る意 見 を 表 明 す る。 意 見 は、 管 理 委 員 会 と同様 に、 特 定 多 数 決 に よ り採 択

され 、 コ ミッ シ ョ ン提 案 が 肯 定 さ れ た 場 合 に は 、 即 時 実 施 に 移 さ れ る 。

しか しな が ら、 一 定 期 間 内 に意 見 の 表 明 が な され な い か 、 も し くは否 定 意

見 が 表 明 され た 場 合 に は、 コ ミ ッシ ョ ン は即 刻 理 事 会 へ 提 案 を付 託(submit)
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しなければならない。その場合には次の二つの方法のどちらかにより、何 ら

かの決定が最終的にくだされる。

(a)案 件ごとに個別に、理事会によって設定された三ヶ月を超 えない期限内

に、理事会の決定がなされない場合は、コミッションの原案通 りに実施 さ

れる。 この、コミッションにとっての保障措置 は、フランス語で網を意味

するfiletと よばれ、主に関税 の分野で援用 されていたが、近年、その適用

を共同決定による分野へと広げている。

(b)上 記(a)と同様であるが、理事会は修正案を提出できなくとも、単純過半

数 をもってコミッション提案を否決 し、その実施 を完全に差 し止めること

ができる。この手続きは、やはりフランス語で安全網を意味するcontrefilet

とよばれている。

この手続きによる委員会諮問は、コミッションの政策提案、およびその実

施権限を明 らかに加盟国により規制 しようとするものであり、手続 き(a)filet

が援用 されれば、政策は最大三ヶ月の遅れで ともか くも実施 されるが、手続

き(b)contrefiletが援用 されれば、 コミッションの提案 は完全 にブロックさ

れ、政策の立案 は振 り出しに戻 り、EC/EUに おける意思決定は麻痺 してしま

うこともありうる。しかしながら、実際 にはこの手続 きの適用が規定 されて

いたとして も、現実に理事会へ付託されるに至るコミッション提案は、全体

の1%に も満たない。

1.2始 ま り と膨 張

1961年 か ら1962年 にかけて、共通農業政策(CommonAgriculturalPol-

icy=CAP)の 実施へ向けて、膨大、かつ細部にわたる技術的な諸規則の準備

が必要 とされていた。それ らの作業は農業担当の閣僚理事会の責任において

行われたのであるが、理事会そのものは定期的に開催 されるのみであり、常

時、意思決定が為 されることはな く、詳細な規則に関する作業の遂行 は、理

事会独力では現実問題 として不可能であった。加えて、理事会は日々の作業

に見合った物的 ・人的資源 とも持 ち合わせていなかった。そこで、EEC条 約
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43条 、お よび145条 の定めるところにしたがって、当時の経済共同体のコ
(18)

ミッション(EECCommission)へ の作業の委託がなされた。

ところが、加盟国政府の集 まりである理事会 は、コミッションによるフ リー

ハ ンドの政策遂行 は望 まなかった。そこで、理事会がコミッションの作業遂

行 を管理する方法がい くつか提案された。た とえば、フランス政府は、政策

実施権限は加盟国代表 とコミッション代表 とで構成 されるア ド・ホックな特

別任命 による組織へ委任する、 という提案をした。 しか し、これは他の加盟

国 と欧州議会の反対 にあった。

これに対 してコ ミッションは、新たな政策決定機関が創設されることを避

けるためと、政策決定の管理 を望む加盟国政府の意 を汲んで、農作物ごとに

コミッション代表 を議長 として政府代表か ら構成 される管理委員会を置 くこ

とを提案した。そして、全てのコミッシ ョン提案はこの管理委員会の諮問を

必要 とし、承認された場合にのみ、提案 は即刻実施 に移されるとした。

こうした管理委員会の当初の案は、コ ミッションに強い権限を望んでいた
(19)

イタリアとオランダの反対、そして欧州議会の反対で変更 を余儀 なくされた。

最終的には、次 のような内容 を持 つ 《管理委員会Comitedegestion

(ManagementCommittee)》 を設置することで妥協が成立 した。

委員会の役割は、コミッションが提案する実施方法について助言を与える

ことであ り、加盟国の代表から構成される。委員会議長 はコミッション代表

が務め、議長は投票権 を持たない。その手続きは、以下のように定められ、

ほぼ現在の管理委員会 に踏襲 されている。

当規則 において、当条項において定められた手続 きへの言及が表明され

ている事項に関しては、議長 は、自身の判断、 もしくは加盟国の要請に

基づいて、委員会 を招集する。コミッション代表 は企図された措置を原

案 として提出する。議長は、事項の緊急性 に鑑み、委員会が意見を提出
(21)

すべ き期限を設定する。意見(成 立)に は12票 の多数決が必要である。

コミッションは、その後直ちに、効力 を有する措置を採択する。当措置

が委員会意見 と一致 しない場合は、コ ミッションは直ちに理事会へ告知
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する。コミッションは、告知日から数えて最大一ヶ月まで措置の実施を

延期することができる。理事会は、その期間内において、特定多数決に

より、コミッションによる措置 を修正、 もし くは無効 とす る権限 を有
(22)

す る 。

当初 は、管理委員会方式は農業部門、その中で も市場調整の分野 に限って

用いられるという合意の下に始 まったのであった。すなわち、あ くまで も例

外的な手続きなのであった。実際に、コミッションはこの形式を指 して、「農

業政策のための管理委員会方式」 と記述 している。そこで意図されていたの

は、単 にコミッションの裁量権 を加盟国が管理することのみならず、共通農

業政策の実施は加盟国の協力な くしてはありえないという現状の明確な認識
(24)

があり、加盟国独 自の保護政策が突出することを懸念 し、そのために加盟国

政府の合意を確認する手続 きであった と考 えられる。

ところが、この委員会方式は次第に農業部門での市場管理以外の分野へ と

広がっていき、そして漸次、農業以外の部門でも援用 されるようになっていっ

た。すなわち、理事会からコミッションへの実施権限が委任された分野のう

ち、加盟国政府 と共同体 との緊密な協力がとりわけ重要 とみなされた分野、

ということは、実質的にはあらゆる分野において、管理委員会方式が援用 さ
(26)

れるようになっていったのである。

管理委員会の性格は、実質的には諮問的な側面が強 く、委員会の意見がコ

ミッションの提案に同意 しない場合であっても、それを修正する手続 きは委

員会は有 していなかった。すなわち、委員会が同意 しなかった場合の唯一の

対応策は、理事会による修正であり、その修正 は特定多数決によってなされ

るのであるから、加盟国の利害の対立を意味する委員会内での意見の相違 を
(27)

十分に反映 させることは、ほとんど不可能であった。お りしも、1965年 に出

された独自財源の確立 を中心 とす るEEC制 度改革 のコミッション提案に反

対 して、同年7月 か ら、 フランスは理事会での全ての審議を拒否して、共同

体の活動をボイコッ トした。いわゆる 《空席危機》である。 ここで提出され

たコ ミッション案 は、共通農業政策の財政を、加盟国の拠出金に代 えて、共
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同体の自主財源によって調達することを提案 してお り、農業国であるフラン

スにとっての恩恵は決 して小さなものではなかった。しかしながら、国家主

義 を頑強に主張する当時のフランス大統領 ドゴールは、「超国家的」性格のコ

ミッションの権限拡大へ とつながる同提案に強 く反対 したのである。 こうし

たフランスの態度は、残 りの5力 国の強い反感 を買ったが、結局、翌1966年

1月 の 「ルクセンブルクの妥協」によって一応の解決 を見た。ここへ至るま

でのフランスの主張は、一貫 して国家中心主義を主張するものであった。

審議への復帰 に際 して、フランスは10項 目か らなる覚 え書 き(1'aide-

memoire)を 提出 した。その第3項 において、理事会からコミッションへ委

任された実施権限の行使に際 して、コミッションが管理委員会方式によらず

に諮問委員会方式でことを済 ませようとしている、 と厳しく批判 している。

そして、こうした委任権限は厳密に規定 されるべ きであり、自由裁量に委ね

るのではな く、条約 に定められている共同体機関間の均衡に忠実であらねば

な らないと主張 している。

1966年 に、共通関税 と家畜、家畜飼料および食料品に関する立法の実施に

際 して、より強力な管理への要求を反映 したと思われる、規制委員会(Comite

deReglementation)方 式が設定されたのは、 このような背景の もとであっ

た と考 えられる。

規制委員会方式 は管理委員会方式 と比べて、明 らかにコミッションの権限

に対 して抑制的である。すなわち、コ ミッションの提案が実施 されるのは、

委員会によって特定多数決により採択 された場合のみであり、採択がなされ

ないか、もしくは期限内に規制委員会の意見が表明されない場合は、コミッ

ションは当該案件 を理事会へ送付 しなければならない とされた。そのうえで、

なおかっ理事会が定め られた期間内に何 らかの決定 を下さない場合には、コ

ミッションはその提案を実施 に移すことができる。(こ れがfiletと よばれる

手続 きである。)

ところが、このfilet方 式は、関税分野 においては全加盟国の同意を得 られ

た ものの、それ以外の分野に関 しては反発があった。そこで、contrefiletとよ

ばれ る手続 きが考案された。すなわち、コミッションか ら出された提案に対
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して、理事会の特定多数決による同意が成立 しない場合には、第二段階 とし

て、理事会 は単純多数決により、コミッションが提案の実施 に移ることを阻

止することができる、 というものである。

結局、1966年 の案件においては、飼料の取 り引きに関する技術的な障壁の

除去の実施 に関 してはfilet方式が採用されたが、残 りの家畜、飼料 ・食料の

分野の実施措置にはcontrefilet方 式が導入されたのであった。

こうして、今 日コミトロジーとよばれる様々な形式の委員会 による、EC/

EUに よる法の実施措置に対する加盟国の審議 と意見表明の制度が始 まった

のである。コミトロジーの始 まりは、 ヨーロッパレベルの立法を施行するに

際 しての、実施機関としての加盟国の協力 という、実際的な必要に対応した

要素が大 きな一因であったと思われる。 しかしなが ら、共通農業政策の実施

を通 して、確実にその歩を固めつつあった超国家機関 としてのコミッション

への国家権力の警戒が、規制委員会方式を導入することによって、 コミトロ

ジーの政府間主義的な側面を強化した といえるであろう。

1960年 代に農業分野に端 を発するコミトロジーは、1970年代になると様々

な分野へと広が り、政策実施措置のための委員会の数は大きく増加 していっ
(31)

た といわれている。実際にそれは想像に難 くはな く、その第一の原因 として、

1973年 と1981年 の加盟国の拡大が考えられる。そして また一つの原因 とし
(32)

て、 この時期に共同体権限が多 くの分野へと拡大 していった ことがあげられ

るであろう。

こうした委員会の数の増大は、その形式 にも様々な変化をもたらし、つい

には類型化することさえ困難なほどに多 くの形式による委員会の存在 となっ

てしまった と考えられる。コ ミッションへ委任された政策実施権限の行使に

おけるこのような混沌 とした状況は、コミッションにおいてはすでに1978年
(33)

に、修 正 され る べ き問 題 と して 取 り上 げ られ て い た 。そ の後 、1985年 に コ ミッ

シ ョ ン委 員 長 とな っ た ドロ ー ル は、 単 一 市 場 実 現 へ 向 けた 機 構 改 革 の重 要 課

題 の 一 つ と し て コ ミ トロ ジ ー の整 理 と取 り組 み 、 『委 員 会(コ ミ ッ シ ョ ン)へ
(34)

の委任権限の実施に関する手続 きを定める理事会規則のための提案』の説明

のために出向いた欧州議会で、次のように述べている。
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…(委 員会手続 きは)現 在はいかなる状況 にありましょうか?中 略

そこで、 まず手始めに、委員会(手 続 き)は300で はなく、3つ で

あるべきでありましょう。

ア ドホックな対応の積み重ねの結果 として慣例化 され、非効率なままに運

用されている様々な政策決定の手続 きを改め、効率的な ものとすることは、

単一市場の達成を目指す単一欧州議定書(SEA)の 重要な課題の一つであっ

た。 こうした流れの中で、多様な形式をもつにいたっていた コミトロジー手

続きを整理 し、コミッションへ委任された実施権限の根拠を明 らかにする作

業が開始 されたのである。

1.31987年7月13日 理 事 会 決 定

1985年 に欧州共同体(EC)委 員長に就任 した ドロール(J.Delors)の 主導

のもと、欧州産業界の競争力の強化へ向けて、EC域 内市場統合 を1992年 ま

でに達成することが決定 された。単一市場の実現のための法的整備が、1987

年7月7日 に発効 した単一欧州議定書(SEA)で あったが、その制定へ向け

ての政府間会議(IGC)は 、1985年 に開催された。 このIGCの 最終声明は、

「単一欧州議定書が発効するより以前に、それに依拠してコミッションの実施

権限がその都度定義され得 るような原則 と規則(principlesandrules)を 採

択す ることを、共同体の当局者 に求める」 という条項 を盛 り込んだ。それと

同時に、EEC100a条 の分野 〔域内市場完成のための法の調和〕においては、

諮問委員会制度 を優先 することを原則 とするよう理事会 に対 して求めて
(37>

いる。

IGCの 最終声明に明記 された要求にしたがって、コミッションは、理事会

からの委任 による政策実施権限のための委員会、すなわちコミトロジー、の

形式を、諮問、管理、規制の三種類 とした提案 を理事会へ提出した。しかし、

同提案は、諮問を託 された欧州議会 において強い反対に遭遇 した。欧州議会
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は、規制委員会に特 に強い抵抗 を示 したのであった。

欧州議会はコミッションの活動を監視 し、必要 とあれば、非難動議によっ

てコミッションの委員を総辞職 に追い込むことも可能であるが、理事会にた
(39)

いしては条約上のいかなる権限も与えられていなかった。したがって、最終

的な決定が理事会の手 に戻されることになる規制委員会 は、欧州議会に一切

の関与の余地を与えない手続 きとなるのである。

欧州議会 は、1962年 に初めての管理委員会が設置された当初から、一貫 し
(40)

てこうした委員会を批判する意見 を表明 してきている。その批判は、次の三

点に要約することができる。

● 官僚的で透明性 に欠ける。

加盟国政府の代表により構成されてお り、コミッションの実施権限

を弱めている。 その上で、決定過程の不透明性 と、欧州議会や各国

議会の政治的監督権 の欠如をもた らしている。

● 立法手続 きからの欧州議会の排除

加盟国政府の任命 による委員会がコミッションの決定を阻止するこ

とを許す制度であ り、欧州議会はコミッションに対する監督権 を有

するにもかかわらず、一切の関与が与えられていない。

● 結果の通告か らの欧州議会の排除

委員会手続 きにより阻止された決定は、理事会にのみ通告され、欧

州議会への通告 は規定がないため、立法機関の一つである欧州議会

を切 り捨てる手段 となりかねない。

こうした欧州議会の立場にも関わ らず、「コミッションへ授権 された実施権

限の行使 に関する手続き」として、理事会へ提出されたコミッション提案は、

設定 されるべ き委員会方式 として、それ までの実状 を考慮 したうえで、諮問、

管理、規制、の三類型 としたのである。

この提案に対する欧州議会の意見報告書は、い くつかの留保 をつけなが ら
(42)

も、 大 筋 に お い て は コ ミッ シ ョ ン案 を支 持 し た もの と な っ て い た。 報 告 者

(Rapporteur)の ヘ ン シ ュ(K.Htinsch)議 員 は、 規 制 委 員 会 を全 く認 め な
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いことは、理事会 に対するコミッションの立場 を必ずしも強化することには

ならず、規制委員会方式を取 らずに立法を成立 させようと考えるのは理想的
(43)

すぎる、 という現実的な視点に立脚 していた。ヘンシュ議員の考慮のうちに

あったのは、共同体立法の実際の施行 は各加盟国の責任において行われると

いう事実のもとで、コミッションは施行の現実的な手続 きにも精通 してお ら
(44)

ず、また、施行のための必要にして十分な人的資源も有 していないという現

実問題であり、このような状況において、加盟国政府の関与 を一切排除した

手続 きはいかにも非現実的であるということであった。そのうえで、諮問委

員会制度を優先 させること、そして理事会は同手続 きを優先 させる法的義務
(45)

を負 うような規定 にすべ きことを提案 している。規制委員会に関しては、欧

州議会が決定権の一部を有する予算の分野に関 しては適用を除外するべきで

あるとし、また、管理、規制両委員会 とも、欧州議会の参加 を可能にするよ
(47)

うな手続 きの修正 を提案 している。

しかしなが ら、この報告書 に関 して議会内の意見 は大きく割れ、同報告書
(48)

に対する付属文書が提出されたのである。付属文書 においては、欧州議会の

コミッションに対する監督権の軽視に対する不満が強 く表明され、規制委員

会条項 に、全ての案件は欧州議会へ提出され、そこでの諮問を経た後に初め
(49)

て手続 きが開始 される、 という修正条項 を盛 り込んでいた。

こうして、議会 は理事会に対する牽制方法をめぐって割れ、紛糾したが、
(50)

提案の説明に出席 したコミッション委員長 ドロールの熱の入った説明が議員

の大半 を説得することに成功 し、コミッション提案 は最終的に、235対36で

承認 されたのであった。

欧州議会の同意 を得たコミッション提案は、最終決定機関である理事会で

審議 され、いわゆる「コミトロジー決定」として、1987年7月13日 に成立 し

た。 しかしなが ら、その内容 は、コミッションにも欧州議会にも不満を残す

修正 を加 えられたのであった。すなわち、コミッション提案による委員会の

三類型(五 形式)の 他に、次の2点 が追加 されたのである。その一は、理事

会が実施権限をコ ミッションに委任することなく、直接に実施権限行使を有

する特別 な場合があること(第1条)、 その二は、第4の 手続 きともいえる保
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障手続 き(safeguardmeasures)と して、2形 式が規定されたこと(第3条)

である。 この保障手続 きは、緊急の事態に際 しては、加盟国もしくは共同体

の利益防衛のためにコミッションが何らかの措置を採 りうることを規定し、

そうした際には、 コミッションはその措置を事前に理事会 と加盟国政府 とに

告知することを要求 している。

結果 として、委員会形式は3形 式であるが、手続 きは7種 類存在 し、かつ

例外規定 として、理事会による直接の政策実施があることになる。

第2章 コ ミ トロジー と統合の実践

前章で見たように、コミトロジー手続 きは、限定された分野における例外

的な措置 として始められたのであるが、EC権 限が拡大するにつれてあらゆ

る分野で援用 されるようになり、定着 していったのである。 このことは、コ

ミトロジー手続 きが、欧州議会の批判に顕著 に見 られるような多 くの問題点

を含んでいるにもかかわ らず、統合の実践 においては、効果的であると認識

されていることを意味するのではないだろうか。

本章 においては、理事会からコミッションへ委任 された政策実施権限を行

使する際の委員会制度 というコミトロジーの性格が、統合過程においていか

なる意義を有 しているのかを、制度的に考察してい く。

2.1ECの 政策決定のメカニズム

コミトロジーと称 される三種類の委員会手続 きは、コミッションが政策実

施措置のための提案(法 案)を 決定する際に、EC加 盟国政府の代表か らなる

委員会によって 「補助され」るための手続きを定めた ものである。 したがっ

て、コミトロジー手続 きを経て決定される措置は、第一次の政策立法に基づ

く二次立法であ り、基本的には、理事会によるコミッションへの実施権限の

委任によって、 コミッションが立法措置を決定するのである。

理事会による立法のおよそ5分 の1に 関わるコミトロジーの持つ意義は、

194一



16

欧州共同体(EC)の 組織 としての政策決定過程の文脈のなかで理解すること

が重要であろう。そこでまず、ECの 政策決定の仕組みを概観 してお こう。(図

1を 参照)

ECの 意思決定に直接関わるのは、コミッション、理事会、欧州議会の三機

関である。そ してこれら三機関は、条約の定めるところにしたがって、「条約

により与えられた権限の範囲内で」それぞれの役割 を遂行す る。

コミッションは、欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)以 来、立法原案である 「提

案proposal」 の発議権 を独占している。 コミッションは、理事会の要請かも

しくは自らの判断で提案を準備 し、理事会 と欧州議会へ提出す る。当該提案

の分野 によって、理事会 と欧州議会の共同決定か、 もしくは理事会 による全

会一致 または特定多数決によって提案は採択され、立法化される。 こうして

成立 したいわゆるEU法(規 則、命令、決定)の 遵守の確保は、行政機関で

あるコミッションの責任である。一方、法の施行は各加盟国の責任 において

行われる。ここで、「加盟国の責任において」とは、より具体的には、EU法

が達成 しようとするの と同 じ成果をもたらす ように、加盟国の国内法をEU

法 との 「調和」を諮 って制定する作業を意味する。コ ミッションは基本的に

は行政機関であるが、立法のための発議権 を独占し、 また、理事会からの委

任によって、政策執行措置の立法権を有することもできる。その うえで、EC/

EUの 各機関の設立条約、およびEU法 に照 らした行為の合法性 と、加盟国か

らの要請 に基づいて設立条約の解釈を判断する機関 として、欧州裁判所(the
(54)

CourtofJusticeoftheEuropeanCommunity)が 設置されている。

最終的な意思決定機関は、加盟国政府の集 まりであり、閣僚レベルの国家

代表により構成されている理事会である。理事会 とは、担当分野 ごとに、た

とえば、蔵相理事会、環境理事会、農業理事会などとして、月に一回か二回

の定期的な会合である。理事会は、どの機関に対 しても信任 を負ってはおら

ず、ただ、裁判所の判断の対象 となるのみである。 もう一つの意思決定機関

は、直接選挙で選ばれる欧州議会である。欧州連合条約(TEU)に よって導

入された共同決定手続 きは、欧州議会に理事会 と同等の権利 を付与 してはい

るが、その適用範囲は限られている。現在批准手続き中のアムステルダム条
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約 によって、適用範囲は一層拡げられはした ものの、未だ、限定的である。
(57)

また、立法の発議権 も有 していない。

このように、一見 して明白なことは、ECは 立法の開始において、近代に発

展 した主権国家 に見出される議会制三権分立の制度 にはなっていないことで
(58)

ある。また、いわゆる「欧州市民」がEC/EUの 意思決定において明確な場所

を占めているとは言い難い。すなわち、政体 としてのEC/EUは 政府体系 とし

て主権国家 と比べれば、未発達の状態であ り、権限の及ぶ分野 も限定されて

いる。H.ウ ォレス(H.Wallace)は 、 このようなあ り方を評 して、それはま

さしく、「その始 まりにおいてECが 国家 として建設 されたのではないか らで
(59)

あり、重大な側面において、ECの 制度は国家的ではない」としている。確か

に、主権国家の文脈でみれば、権力の基盤 も範囲も弱体であ り、EUの 政体 と

しての憲法 も存在 していない。

しかしなが ら、国際組織の文脈で見直せば、たとえば欧州議会 は単なる総

会以上の ものであ り、その議員が国家政府の代表ではなく、選挙で選ばれて

いることは画期的である。「地域的国際機構の総会 として出発 しなが ら、次第
(61)

に国家の議会 と同様の機能 を備 えてい く機関」なのである。

EUの 国際組織 としての新規性 は、その法的制度 のあ り方において際立 っ

ている。すなわち、EC/EU法 の持つ国内法 に対する直接適用性 と優位性で

ある。この二つの原則によって、ECの 超国家的性格 は、その法制度において

凝縮 されているということができるであろう。その意味において、 こうした

法解釈 を明 らかにし、権威 をうちたてていった欧州裁判所の役割 は看過 され

得ない。 と同時に、そうした解釈を受容 していったのは、 とりもなおさず、

加盟国政府なのであ り、その加盟国の利害の集 まりである理事会において、

大半の法は成立するのである。そこには、自国の法 を優越する法を作成する

ことへの合意 という前提にたっての、個別利益の様々な調整作業が透けて見

えてくるのである。

では、そうした調整作業は、どこで、誰によって、なされているのであろ

うか。

EUの 政策形成の中心 となるのは、前述の通 り、コミッションである。コ
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ミッションは、20名 のコミッショナー(委 員)と 、約15,000人 の職員か らな

り、全ての委員 と職員は自国の利益か ら独立 し、共同体の利益厚生のために

奉仕することが求められている。 この ことは、コミッションが 「超国家」機

関であるとされるゆえんである。 ところが、 まさしくその 「超国家性」のゆ

えに、政策の受け手であるEU全 域の一般市民 との日常的な接触は困難であ

り、また、政策形成にもっとも必要な情報の入手 は外部に依存せざるをえな
(64)

いのである。こうした内在的要因が、「政策ネッ トワーク」 とよばれるような、

多種多様な専門家や利益代表の集団を、コミッションの周囲に形成 させてい

る。これ らの集団は、公式 もしくは非公式なさまざまな委員会への参加 を通

して、EC/EUの 政策決定過程に関与することになる。

このような状況はコミッションを外部に対 して開放的な組織 とし、政策形

成への柔軟な対応をも可能 にする。 と同時に、政策の分野別に形成 されてい

くであろう個別の 「ネットワーク」間の情報交換はきわめて限 られてお り、

加 えて、実質的なヨーロッパレベルの政党が不在であるゆえに、複数の政策

の調整がなされることもな く、政策形成は分節化 してい くことになるのであ

る。ヨーロッパレベルの政策は、 コミッションを核 として、多様なアクター

を巻 き込みながら、分野 ごとに自律的に形成 されてい くといえるであろう。

2.2委 員会による統治

EC/EUの 政 策 決 定 過 程 に 組 み 込 ま れ て い る、 無 数 とい え る ほ どの 委 員 会

(committees)は 、 そ の 役 割 、 構 成 、 規 模 、 法 的 位 置 づ けな どに お い て 、 実

に様 々 で あ り、 なか に は 、 そ こで の 審 議 に よ って 実 質 的 な 決 定 が 行 わ れ て い
(67)

る場合 もある。これ ら委員会の大半は、「認識共同体」 と性格付けられるよう

な専門家の集 まりである 「ネットワーク」 として機能 しているがゆえに、内

部会合の性格 を持ち、審議内容は原則 として非公開である。その実態 は解明

からは程遠 く、正確な数 さえ把握することは困難である。

EUに おける一連の諸委員会を、課題設定、政策立案、政策決定、政策実施、

政策評価、 という 「政策のライフステージ」の段階に当てはめてみると、課
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題設定段階としては、主 として、 コミッションが自律的に設置する諮問委員
(70)

会 と専門家委員会、政策立案段階では、設立条約による大型委員会、政策決

定段階では、主 として理事会設置による委員会、そ して政策実施段階におい

てはコミトロジー委員会が関与すると、おおまかに整理できるであろう。

ここではコミトロジー委員会 と関わ りの深い、理事会設置 による委員会の

働 きを概観 してお こう。理事会は、前述の通 り、月に1-2回 の定期会合の

みの、閣僚 レベルの加盟国政府代表の集まりである。したがって、その任務

を補佐するために、EU常 駐の加盟国外交官からなる常駐代表委員会(CORE-

PER)と 、それを補佐する作業部会、および、特定分野の諮問委員会が設置

されている。

常駐代表委員会COREPER

COREPERに は二種類があり、COREPERIは 加盟国公使、COREPERII

は加盟国大使によって構成 されている。審議される分野は内容 によって分担

されており、COREPERIは より技術的な分野 と財政分野、COREPERII

は主に政治的分野を担当する。EU設 立条約は、常駐代表委員会の役割を、理

事会の作業の準備を行 うこと、および、理事会によって任 じられた作業の遂
(71)

行 と規定 しているが、実質的には次のように大別できる。

i)加 盟国と共同体 との連絡、情報の提供、調整

ii)加 盟国間の意見の取 りまとめ

iii)共 同体機関の作業への直接的関与

設立当初のCOREPERは 、単 に加盟国の手足 にす ぎない との位置づ けで

あったが、歳月の経過 とともに、共同体の運営に重要な位置を占めるように

なっていった。 また同時にそれは、理事会が抱える業務負担(theburdenof
(72)

business)に いかに対処するかの、便宜的解決で もあった。すなわち、コミッ

ションへの権限委任と、COREPERへ の分権 によって理事会への組織的な支

援を強化 し、かつ、半年ごとに議長国が輪番 してい く理事会内での一貫性 を

保つ必要をも満たそうとしたのである。その結果、COREPERに は決定権限
(73)

は付与 されていないにもかかわらず、実際には、理事会の決定の80%は 、こ
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(74)

の レベ ル で な され て い る とい わ れ て い る。

作業部会

COREPERの もとで、コミッションからの提案 を、条文の詳細 を分野別 に

加盟国間で交渉するという技術的な任務 にあたっているのが、各加盟国の官

僚からなる作業部会であり、総数 はおよそ180と されている。そのうちの100
(75)

あまりが分野 ごとに定期的な会合を持ってお り、残 りは、議題 ごとに招集 さ
(76)

れるア ドホックな性格の会合である。 こうした作業部会の作業に携わる加盟

国官僚のほ とんどが、そのまま、加盟国代表 としてコミトロジー委員会に席

を連ねているとされる。作業部会での審議 には、コミッション職員 も列席 し

ているが、その役割 はコミッション提案の文言の説明のためであ り、法案成

立のために必要な修正が加えられる場でもある。その結果は、「第一項」と「第

二項」 とに分けて、報告書 としてCOREPERに 提出される。「第一項」は、

作業部会ですでに合意がなされた項目であり、未決の 「第二項」が、CORE-

PERで の審議の対象 となる。作業部会が準備するこれらの報告書が、実質的

な立法内容であるが、作業部会そのものの法的位置づけは明確にされていな

い 。

諮問委員会

理事会が、 コミッション業務にとって特定分野の専門的な諮問が必要であ

ると判断 した場合 には、その分野の専門家か ら構成される特定の諮問委員会

が設置される。 これ らの委員会の議長 は、コミッション職員ではなく、加盟

国政府の代表が努 める。理事会設置によるこれらの諮問委員会 は、概 して長

期にわたって存続、活動 し、議題が明確 に規定 されているものが多い。理事

会は、それが採択する法(規 則、指令、決定)に おいて、コ ミッションに対

して、これ らの委員会への諮問を義務づけることができる。こうした委員会

としては、EEC113条 に基づいて設置され、貿易と関税に関するコミッショ

ンの対外交渉 を評価する役割をもつ 「113委員会」をはじめとして、1960年
(78)

に設置された 「農業特別委員会」など、10の 委員会が存在する。
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理事会によって設置されているこれらの諸委員会 は、EUの 政策決定に直

接関与するために、その影響力 は大きい。作業部会は、理事会開催の約2ヶ 月

前から議題にそった準備を始め、そこでの報告書 をもとに、常駐代表委員会
(79)

(COREPER)は 、3～4週 間前か ら理事会審議の準備 にかかるのである。 こ

うして、形式上は理事会による意思決定であっても、実質的にはCOREPER

での決定事項の承認にす ぎない法案が大多数であり、こうした事実は、欧州

レベルの政策は、はた してどこで実質的に決定 されているのかとい う問いを
(80)

なげかけるのである。

2.3コ ミ トロジ ー の 機 能

前節でみたように、EUの 政策決定の段階においては理事会設置による委

員会が決定的な役割を果たしており、そこでは政治的妥協をはか りつつ各分
(81)

野の政策が決定 されている。それに対 して、政策実施 の段階で設置される三

種類の委員会、すなわちコミトロジー委員会においては、 きわめて ビジネス

ライクな雰囲気で議事が進行するとされる。 この段階で重要となるのは、ひ

とたび決定された政策をいかに効率 よく実施す るか ということである。EU/

ECに おいての効率的政策実施 には、その制度的特性から、加盟国の協力 は不

可欠であり、その事実こそがコミトロジーが始まるきっかけともなっていた。

また、加盟国による統制の余地が大 きい第三の手続 き、すなわち規制委員会

においてさえも、コミッション提案を肯定する委員会意見が表明された意見
(82)

の98%以 上 を占めているという事実は、政策の実施 における加盟国 とコミッ

ションとの明確な協力の合意をあらわす ものと考 えられるであろう。

コミトロジー手続 きが要求される政策実施権限は、理事会立法によってコ
(83)

ミッションへ委任されることが条約に規定されている。 この政策実施権限が
(84)

及ぶ領域 として、コミッションは次の三領域を認識 している。

● 準立法、すなわち、コミッションは理事会により設定 された立法枠

組みを埋 める

● 技術進歩への対応(た とえば、指令における技術的な付則の修正や

一188一



22

貿易の技術障壁の除去など)

● 管理(た とえば農業分野での共通市場政策)、 特 に個別の決定事項の

管理(加 盟国外への援助 計画の承認、研究開発プロジェク トの承認

など)

すなわち、より具体的には、量的 もしくは質的基準の修正設定、決定 された

手続きの実施の監視、基金の分配、という三領域である。

そして、これらの領域での具体的措置を決定するためのコミトロジー委員

会の特徴は、次の4機 能 によって説明されるであろう。

第一は、情報収集の場 としての垂直的機能である。政策原案を作成する任

を負 うコミッションは様々な情報源 に対 して開かれた機関であり、また開放

されていることが内在的に要請 されているのは、すでに検討 した通 りである。

コミトロジーにおいても、その委員会形式のいかんを問わず、出席者である

各加盟国の官僚により、行政の実際的知見が表明される場 となり、ヨーロッ

パレベルでの政策の実施の基盤 となる情報が提供される。それはコミッショ

ンにとって、政策実施の措置を決定するためには不可欠であり、 また、加盟

国にとって も、 どのような実施措置が制定 されるのかを事前に把握 しておく

ことは、国内におけるよりスムーズなEC法 の実施、ひいては自国の行政のス

ムーズな運営にとって十分に有益、かつ必要であるといえる。 コミッッショ

ンと加盟国政府 とのこうした垂直的情報交換は、政策実施の効率 を高めるで

あろう。

第二は、水平的機能、すなわち加盟国間での情報交換の機能である。EU加

盟国は、1995年 に15力 国 となり、21世 紀の早い時点においては20力 国を超

えることが予測 されている。ECSC、EEC、EURATOMの 三共同体発足当時

の6力 国 とくらべれば、加盟国間の相違 は、言語や地理的条件のみならず、

伝統や慣行、法のあり方 をも含んだ政治文化において も、広がっていること

は避けられない問題である。こうした状況において、コミトロジー委員会で

それぞれ自国の立場を代表 して、政策実施のための具体的措置の立法にあた

るという作業 を通じて、各加盟国は、EUと の関わ りのみならず、他の加盟国

における行政の実際に関する知識 と理解 も増加 させていくのである。各国の
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事情への理解 と相互学習を通 して、加盟国代表は、 ヨーロッパ行政の代表 と
(87)

しての自覚を持ち始 めることにな り、コミトロジー委員会はヨーロッパ行政

の性格 を備えてい くことになる。

第三は、利害調整の場 としての内部機能である。 コミトロジーにおいて審

議されるのはあ くまで も政策実施のための措置であるが、加盟国間の行政の

制度、資源、慣習などによる違いが、それぞれの国の利害 となって調整を必

要 とするであろう。すなわち、ヨーロッパ レベルでの立法を施行する責任を

負う加盟国政府にとって、自国における施行の遅れはそのまま、ECか らの制

裁金の課徴、世論からの非難、市場の喪失などの不利益をもたらすことへ と
(89)

つながる。したがって、各国の事情により適合的な実施措置を成立 させ、自

国においてより管理 しやすい立法をこころがけるであろう。たとえば、環境

モニターを実施す るにあたって、モニターの実施機関 を民間委託を含めた公

的機関 とするのか、 もしくは現場の自主的作業に任せて、政府の役割は監督

のみにとどめるのかなどの実際的方法の違いは、最終的には、その法の効率
(90)

という結果に反映 されることとなる。

最後に、影響の注入窓口としての外部機能があげられる。情報収集の場 と

してのみならず、政策の最終段階への直接的影響力が行使 される場 となり、

いわゆるロビー集団が、委員会のメンバーを直接のロビー活動の対象 とする

のである。ロビー活動の目的を、政策の最終形態 としての法にできるだけ大

きな影響力を残す ことにあるとすれば、コミトロジーは重要なロビー活動の

対象 となる。委員会メンバーと理事会の作業部会メンバー とが重複 している

のであれば、ロビー活動 はなおさら激しさを増すであろう。実際に、あるロ

ビイス トは、(ロ ビー活動の)成功の秘訣は理事会作業部会による報告書 とコ
⑨)

ミッション提案の修正内容への時宜を得たアクセスであると明言 している。

特 に、基金が配分される個別のプロジェク トの管理を行 うコミトロジーの重

要性 はいっそう強 く認識 されるところとなる。実際に、1987年 から1995年 の

間における理事会立法のうち、予算の執行に関連のある立法の66%に おいて

コミトロジー手続きが規定 されてお り、た とえば、予算再分配の性格を強 く

有する研究開発プロジェクトの管理 については、コミトロジー手続 きは必ず
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規定 されている。同時に、こうしたロビー活動 を受け入れることは、コミッ

ションにとっては重要な情報源を提供 していることも指摘 しておかなければ

ならない。

理事会か らコミッションへ委任された政策実施権限の行使、すなわち、EU

による政策の実施措置を立法化するための諮問制度であるコミトロジーは、

政策執行の効率を追求することを第一の目的 とするものだ といえよう。 した

がって、そこで要求 されるのは、行政の専門家 としての各加盟国政府の代表

の知見であ り、彼 らの知見が蓄積 される基盤 としての各国の事情、状況であ

ろう。 この現実的要求が、コミトロジー委員会を重要な情報交換の場 とし、

かつ、 きわめてテクニカルな雰囲気の審議の場 としていると考 えられる。そ

してまた、EUの 政策執行においてコミッションと加盟国政府 との協力、連携

は、構造的に不可欠のものであ り、コミトロジー手続 きは、そうした内在要

因を制度的に支えることとなっているともいえるであろう。

統合 という歯車を動かしているのは、 コミッションと加盟国 との緊密な連

携であることが うかがわれるのである。

第3章 コ ミ ト口ジー をめ ぐる争点

コミトロジー手続 きが、EC/EUの 抱える内在的要因に呼応するもの とし

て生成 し、発展 してきたこと、 したがって、統合の営みを実践す るに際して

の現実的機能 を果た していることは否めないにしても、こうした経緯の故に

存在 している問題 も、決して看過できるものではない。特に、近年、EUの 拡

大が重要な課題 となり、意思決定の効率化 と、ヨーロッパ市民の意見が意思

決定 に反映 されるべ きであるとする認識が深 まる中で、 コミトロジーへの批

判がたか まっているのである。

本章においては、コミトロジーに関する争点の整理を通 して、EUの もつ組

織 としての問題点への接近 を試みる。
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3.1民 主的統制一 立法過程 としての

コミトロジーにおける意思決定への参加者は、加盟国を代表 しているにし

ろ、超国家的なECを 代表 しているにしろ、市民で も市民によって選 ばれたの

でもない官僚に限られている。欧州議会の批判をまつまで もな く、欧州市民

の生活に直接影響 を与える政策の実施措置が、テクノクラー トによってのみ

決定されているのである。理事会立法の20%を 占めているコミトロジー手続

きから、市民の代表が排除 されていることへの欧州議会の批判は正当なもの

である。

欧州議会は、1962年 の初めに管理委員会が設置 された当初から一貫 して、
(94)

こうした委員会 には批判的な意見を表明して きている。批判の中心は、委員

会制度の持つ密室性 と、 コミッションに対 して欧州議会が もっ監督権の無視

にあった。欧州議会は、EUに おいて、変則的ではあれ、唯一、市民によって

選出された機関である。そして、共同決定手続 きによって、部分的ではある

がEUの 意思決定において、理事会 と同等の権限を有するようになっている。

ところが、 コミトロジーの第三の手続 きである規制委員会は、委員会意見が

コミッション提案に同意 しなかった場合の最終判断を理事会へ付託するので

あ り、欧州議会の関与の余地 を全 く残 していないのである。 この ことは、共

同決定の権限が無に帰 されているのみならず、 コミッションへの監督権限も

行使できな くさせるのである。

このような官僚主導の政策決定 こそが、欧州統合 における 「民主主義の赤

字」 として近年 とみに批判 されていることであり、コミトロジーはその最た

る例 となるのである。加 えて、コミトロジーの議事録は一切公開されず、実

施措置の決定過程 は不透明のまま欧州市民の生活 を規制することになる。

しか しながら、コミトロジー委員会がきわめてテクニカルな性格を有 し、

効率的な行政、すなわち政策実施を主要な目的 としていることを鑑みると、

専門的な知見が不足 している欧州議会の参加が、はたしてどれほどの意義を

持つのかは、疑問視されるところであ り、コミトロジー委員会の参加者の問
(95)

にも否定的な意見が多い。
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その一方で、こうした効率のみを重要視 して、統合の営みの現実的要求を
(96)

先行 させることは、あ くまでも 「善意の専制主義」にすぎず、行為の正統性

をもたらす ものではない ことも明らかである。この意味 においてこそ、欧州

議会の一貫 した批判の正当さがあるといえる。欧州議会の要求 も、 コミトロ

ジーへの全面的な関与 という技術的、実際的に非現実的なものではな く、何

らかの監視機能 を行使することにより、透明性 と説明責任 を高めることに
(97)

あ る。

こ う した状 況 を改 善 す る処 置 と して 、1998年 まで に見 直 す こ とを前 提 に、

1988年 の 「プ ラ ム ・ドロ ー ル 合 意Plumb-Delorsagreement」 、1993年 の 「ク

レプ シ ュ ・ミ ラ ン合 意Klepsch-Millanagreement」 、 そ して1994年 の 「暫 定

合 意modusvivendi]に よ って 、 コ ミッ シ ョ ンは 全 て の コ ミ トロ ジ ー文 書 を

議 会 へ 送 付 し、 決 定 まで の タ イ ム テ ー ブル も添 え る こ と、 コ ミッ シ ョ ン提 案

は 議 会 の 意 見 を十 分 考 慮 の う え で な さ れ る べ き こ と、 案 件 が 理 事 会 付 託 と

な った 場 合 は 、 議 会 の意 見 が 表 明 され た 後 、 そ の 意 見 を十 分 考 慮 の う えで 、

(98)

理事会は決定 をくだすこと、などが合意されている。

しか しながらこれ らの合意はあ くまで も、政策実施措置の決定過程に議会

の関与を形式 において取 り込むに過 ぎず、議会制の理解に基づ く民主的統制

によるチェック機能を保障するものでないことは明 らかである。

3.2権 限の委任一 政策実施 としての

立法機関が行政機関へ権限を委任することは、政府機能が複雑化 し拡大 し

てい くとともに、現代国家においては広 く一般に行われるようになっている。

この行政委任 においては、法律それ自体は政策の大綱や枠組みを定めるにと

どまり、法の執行の具体的な規定を行政府に委任 し、通常の委任の内容には、
(99)

法の執行に関する対象、基準、手続 きなどを立法化す る権限が含 まれる。コ

ミトロジーはこうした行政委任の一環である。欧州共同体(EC)に おけるコ

ミトロジー手続 きの始 まりとなった農業分野の市場調整においては、コミッ

ションの役割 につ いては条文による明文規定が不在であった。そこで、立法
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機関である 「理事会が採択する措置の中で、理事会が定める規定を実施する

権限を委員会(コ ミッション)に 付与する」 ことになったのである。

こうした制度が設定 された ことの本来の目的は、政策執行 における効率性

の確保であろう。立法機関がすべての詳細な手続 きまでをも規定し、統制す

るのは不可能であり、効率的 とも言い難い。そこで、専門的な知見を蓄積 し

ている行政部門が、制定された法の施行のみならず、その法を補完する意味

で、自ら法の制定 をもおこなうことになる。ところが、EC/EUに おける法の

施行は各加盟国政府の手に委ねられているのであるか ら、それらの法の制定

に加盟国官僚の意見 を充分に参考 にすることは、行政の効率 という観点か ら

すれば、きわめて当然のこととなる。コミトロジー委員会の膨張の最大の原

因は、まさしくこの点にあったといえよう。

ところが、コミトロジーを伴 う権限委任のあ り方には、特に第三の手続き

である規制委員会 をめ ぐって、委任の範囲と委任の効率 という、大 きく二つ

の問題点が指摘されると考える。

コミッション提案に対す る意見が、規制委員会において表明されないか、

もしくは特定多数決によって否定するものであった場合には、その最終決定

の権限は理事会の手 に委ね られるのであるか ら、理事会がいったんコミッ

ションへ委任 した権限が、委任者である理事会へ再び戻されることになる。

このことは、委任 された権限が及ぶ範囲ははた してどこまでであるか、換言

すれば、立法 と行政の境界 をどこに定めるのか、 という問題を喚起する。

コミッションの文書によれば、理事会からの権限委任は次のように説明さ
(102)

れている。

まず、理事会がコミッションに対 して実施権限を委任することは、実質的

に、理事会 による立法行為 を適用す るのに必要な手順 をとる権限をコミッ

ションに授権することを意味すること、そしてこれは、立法府によって制定

された法を実施するのに必要な決定 を行う責任 を行政府が負う、 という加盟

国において一般 に行われている方法 を反映す るものであること、共同体にお

ける授権の内容 は、前述 した準立法、技術的対応、管理の三分野にわたるこ

と、とい うものである。その うえで、理事会 の権限委任 を規定 している
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EEC145条 に言及 して、次の三点 を確認 している。

1.理 事会はその立法行為において、コミッションへの実施権限委任を規定

することを常例 とすべきこと。

2.上 記の実施権限の行使 に際しては、その統治(togovern)の ために、何

らかの手続 きが設定され うること。

3.上 記の手続 きは、前 もって理事会により定められた一般規則 と原則に整

合的であること。

こうした確認事項 は、加盟国政府 と超国家機関であるコミッションとの連

携によって営まれる構造を持つEU行 政の特徴を表 しているといえる。たと

えば、確認事項の第一点目はコミッションと理事会 という異なる性格 をもつ

機関間の権限の均衡をめ ぐる緊張関係を示唆するものと理解できる。すなわ

ち、コミッションは、条約によって与えられていると解釈できる権限を確保

することを主張 しているのであり、条約規定 に沿った、立法府 と行政府 とい

うそれぞれの権限の範囲が守 られるという意味での、権限の均衡を要求して

いると理解できるであろう。 ところが第二点 目についてみてみれば、超国家

機関への権限委任に伴 うとされる監視 システムを容認、すなわち、 コミトロ

ジーを通 しての加盟国政府 による統制 を受容 しているのである。そして第三

点 目は、コミトロジーの受容が、 コミッションにとっては当然の結果でもあ

るという帰結に由来する。すなわち、設立条約 はコミッションの役割 と権限

を、理事会が採択する措置の形成に協力すること、とうたっているのであり、

こうした条約規定 は、法による統治 を精神 として 「本条約により与えられた

権限の範囲内で行動する」ことを規定 されているEUの 各機関を拘束するも

のである。 こうした枠組みの中で、全ての法案の原案はコミッションにより

提出されるか ら、コミトロジー手続 きの規定 も原則的にはコミッション自身

の提案に もとつ くものである。 ところが問題は、理事会は立法機関 としてコ

ミッション提案を修正 して、実質的にはいかなるコミトロジー委員会を規定

することも可能なのであり、最終的に採択 された法は、コミッションが執行

の責任を負うのである。

このように、共同体 における権限委任は、委任する側である理事会の裁量
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の余地 を大きく残 しているのであり、授権 される側であるコミッションは、

条文が規定する範囲内で最大の自律性を確保すべ く、諮問委員会 と管理委員
(IO7)

会方式の適用を主張するのである。

コミトロジー第三手続き(規 制委員会)が もつ、加盟国政府によるコミッ

ション権限の統制手段 という側面が浮かび上がってくるが、規制委員会の実

態は、驚 くほどにコミッションに対 して協力的である。た とえば、農業分野

において1962年 か ら1995年 の間に、管理 と規制両委員会によって表明され

た意見の数は総数で52、819件 を数え、その うちの否定意見はわずかに13に
(IO8)

すぎないという。 また別の研究 によれば、同じく農業分野 において規制委員

会 に限っての、反対意見 の表明 による理事会付託のケースはわずか に1
(109)

-2%で あるとされる。同様な結果は1995年 のみにおいても明らかであ り、

141の コミトロジー委員会が総数2951件 の意見を表明しているが、コミッ

ション提案への反対意見はな く、規制委員会をみれば意見表明なしが8件 で
(llO)

あった。

これらの数字が示 しているのは、実施権限の委任に際して、加盟国政府お

よび理事会 によるコミッション権限への統制の意思は明 らかであるとして

も、そのことが実際的に権限の行使を阻害するものとはなっていない という

ことである。権限委任の境界はあいまいであるが、効率的なヨーロッパ政策

の実施 という合意は、コミトロジーの運用に於いて成立しているといえるで

あろう。

ところが、効率性が大 きく疑問に付 された事件が、いわゆる「狂牛病」(BSE,
(111)

BovineSpongiformEncephalopathy)事 件 で あ っ た 。 周 知 の通 り、BSEと

は脳 を犯 し、 神 経 細 胞 を ス ポ ン ジ状 に して し ま う伝 染 性 の 病 気 で 、 動 物 の み

な らず人 も含 む異 種 間 の 感 染 をす る。

BSEは まず1986年11月 に イ ギ リス で確 認 され 、1990年 に は、や は りイ ギ

リス に お い て 、 異 種 間 の 感 染 が 実験 的 に証 明 され た。 イ ギ リス は 、 反 編 動 物

か ら採 られ た 蛋 白質 を含 む飼 料 を反 甥 動 物 へ 与 え る こ と を、1988年7月 に禁

止 した が 、 同 様 の飼 料 の 欧 州 大 陸 へ の 輸 出 は 継 続 さ れ た 。 こ の種 の飼 料 は、

(112)

よ うや く1994年6月 に コ ミッ シ ョ ンに よ っ て禁 止 され た 。1989年11月 イ ギ

一180一



30

リスは汚染 された動物を食料生産工程の一切から排除し、同時に6ヶ 月以上

に生長 している牛の組織 と内臓の使用 を禁じた。EC/EUに おいては、1990年

にい くつかの加盟国が単独でイギ リスからの輸入を禁止するという態度に出

たことに対応 して、コミッション提案か らい くぶん後退した内容の理事会指
(1】3)(114)

令が出された。これ以後 は、1992年 と1994年 にコミッション決定が採択され

たのみで、「狂牛病」危機へのEUの 対応は、まさしくミニマ リス トの対応で

あった。1996年3月22日 に、当該分野の専門家によるコミッションへの科学

的諮問をおこなう獣医科学委員会(ScientificVeterinaryCommittee)が 全

面的に状況を分析 し、 ようや くBSEが 人体の健康 に多大な危険をもた らす

ことを容認 した。それに続 いて3月27日 に、緊急措置 としてイギ リスか ら

EU加 盟国を含む全ての国への、牛乳を除 く全ての牛加工品 と哺乳類の飼料

の輸出を禁ずる 「禁輸決定」が採択された。4月1日 から3日 まで開催され

た理事会 はイギリスの30ヶ 月以上の畜牛 の屠殺 を含む様々な対策 を勧告 し、

6月21、22日 に開催されたフィレンツェでの欧州理事会は、「狂牛病」危機

に翻弄 された。 コミッションは 「狂牛病」対策に関してイギリス政府 との合

意を成立させる必要に駆 られてお り、なんとか、部分的屠殺計画と将来の禁

輸解除の際のいくつかの条件設定が合意 されたのであった。

こうした一連の経過 をふ まえて、欧州議会が設定 したBSEへ の対応 に関

する特別調査委員会の報告書は、コミッションと理事会 との対応が事態の緊

急性に対 していかに適切さを欠いた ものであったかを明らかにしている。す

なわち、コミッション内での業務の調整のまずさ、加盟国 とコミッションと

の利害のずれ、加盟国間の利害のずれ、EC法 の実施に対する監視の不十分 さ

というコミッションの義務不履行の問題などが明 らかにされている。

BSEに 関 してのコミトロジー委員会は、常任獣医学委員会(StandingVet-

erinaryCommittee)で あ り規制委員会方式(IIIb)に よっている。当委員会

は、1996年 にいたっても、獣医科学委員会の勧告に基づいて提出された、危

険 とみなされた原料の全ての食糧に関する使用の禁止というコ ミッション提

案に対 して、成立 に必要な特定多数決 を獲得できなかった。次いで理事会へ

送 られた同提案 は、絶対過半数により否決されてしまった。
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BSEの 危険性がマスコミなどを通 して知 られるようになった1990年 の段

階で、獣医科学委員会は、BSEが 問題 となっている国における半肉は当時点

では危険性はない としながらも、問題 とされている組織の混入 を防 ぐために

切断工程でのチェックを厳重にすることを勧告 している。だが現実的には、

牛の生産地の特定化を始めとして問題 は山積 してお り、消費者への安全を確

保するには程遠い最少限度の対応 しかなされなかった。続いて同年6月 の理

事会で、コ ミッションはBSEに 関する広範囲の調査を実行することが決定

された。 しかしながらコミッションはここで も非常に狭義の調査 にとどめ、

その内容はイギリスが独 自に行った調査 を補完する程度のものに終わってい

る。6月 の理事会の後、BSEに 関す る特別の検査チームが二度 にわたってイ

ギリスへ送 られているが、その結果、危機 に対処するにはEC法 に重大な欠陥

があることが報告された。驚いた ことには、 この報告書はコミッションの担

当者の目に触れることなく行方不明になってしまったようである。そして、

1994年 にいたるまで、コミッッションによる何 らの法的措置 もとられること

はな く、BSEの 被害を広めてしまうこととなったのである。

コミッションはこうした後手に回った対応を、1990年 当時はコミッション

が何 らの措置を施行できる法的根拠が不在であったこと、 したがって対策の

最終責任は加盟国政府にあったこと、立ち入 り検査の実施をはじめ多 くのこ

とを実行するには人手が不足 していること、などと説明 している。こうした

言い訳の是非はともか くとして、BSE危 機 は、公衆衛生のような広い範囲で

の影響が懸念されかつ緊急を要する事態 に対峙 した ときに、超国家機関によ

る適切 な行政が機能しないことが暴露 されたケースとして記録 に残ることに

なる。 そこでは、加盟国の政治的思惑が優先し、最終決定権 を有する理事会

とその擬似制度であるコミトロジー規制委員会 とによって、 コミッションは

ミニマ リス トの行政機関でしかなかったのである。

3。3制 度の政治化

単一欧州議定書以来、制度改革の問題 として注視 されるようになってきた
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コミトロジーは、共同体内の機関間の権限の均衡 という微妙な問題を明らか

にしている。 この問題は、マース トリヒト条約によって共同決定方式が規定

されて以来、より先鋭化 しているといえる。すなわち、コミトロジー手続 き

の実質的過程から排除されている欧州議会 は、共同決定権をたてに制度の不

合理性 を批判 し、かたや理事会は、共同決定が適用される分野においてほど、

コ ミトロジーの規制委員会方式を適用する傾向を見せている。 コミッション

は、委任 された実施権限の自律性の確保 と加盟国の干渉を最少のもの とすべ

く、法案の提案には諮問委員会を常例 とすべ く主張 しているし、なによりマー

ス トリヒ ト条約の起草に際 しては、法案の発議権の独占的確保 に最大の努力

を払った という経緯 もあった。

アムステルダム条約付則の宣言書は、コミトロジーの改正案の1998年 内の

提出を定めているが、その第一案が、1998年6月 にコミッションにより提出
(117)

された。それによれば、同提案の目的 として次の五項 目があげられている。

● 実施手続 きの指針 となるクライテ リアを設定し基本的立法の採択 を

容易にする

● 上記手続 きを簡素化すると同時 に、意思決定の効率性 を保障する。

そのためには、コ ミッションが手続き規則のモデルを採択する

● 現存する手続 きを、当決定による新規手続きにそった ものとし、1987

年の 「コミトロジー決定」は廃棄される

● 行政権 と立法権 との分立を尊重 し、政策実施への共同体立法当局 に

よる監視 を向上 させる

● 立法措置の採択は立法当局によってなされることを確実にする

続いて以下のような条文が提案されている。 まず第1条 で、実施権限は特

定の場合を除いてコミッションへ委任 され、手続 きは第3条 から第6条 によ

る規定に従い、 どの手続 きを適用するかは第2条 が設定するクライテリアに

依拠すること、続 く第2条 は、コミトロジー手続 きの適用のためのクライテ

リアを示 し、管理委員会 を農業など共通政策に関する分野、予算措置を必要

とするプログラム実施、補助金事業の分野 とし、第一次EC/EU法 の修正など

に関する一般的事項の場合 は規制委員会 を適用するとし、それ以外の全ての
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場合は諮問委員会方式 を適用す ることを明確にしている。第3条 は 「コミト

ロジー決定」と同様の諮問委員会手続 きを規定 しているが、議事録を残すこ

とを規定 した項が削除 されている。第4条 は管理委員会の手続 きを規定 し、

否定意見の場合は、三 ヶ月以内に理事会が別の措置を決定することも可能で

あるとするfilet方 式のみが規定されている。一方、規制委員会においてコ

ミッション提案に対 して否定意見が採決 された場合は、コミッションが提案

を採択することはなく、新 しい提案 を基本条約が定 めるところにしたがって

提出するとしている(第5条)。 すなわち、否定 された提案はその段階で廃案

とな り、新たな提案には通常の決定過程が適用されるのである。このことは

すなわち、共同決定が規定 されている分野においては、欧州議会が最終決定

に関与することを可能にするものである。議会の扱いについてはこのことと

同時に、定期的な情報の提供 を第7条 で明文化 している。第6条 で規定され

ている保障措置については、「コミトロジー決定」 と大 きな違いはない。

この提案でコミッションが意図 しているのは、目的の事項にも記されてい

る通 り、立法 と行政の権限の分立を明確 にすること、すなわち立法機関 とし
(118)

ての欧州議会の立場を明確 にすると同時 に、立法の始まり(コ ミッション提
(119)

案)と 終わ り(政 策実施)を も明確にする、そのことによって行政機関 とし

てのコミッションの自律性 を最大限確保することにあるといえよう。

これに対 して欧州議会は早速、動議原案を準備 している。それによれば、

新提案が共同決定権への考慮 を示 している点を評価 しなが らも、実施の監視

について共同体三機関間の合意を成立 させる必要を主張 している。理事会に

おいては、同提案はCOREPERで の議論に付されているが、COREPERI

でもIIで もなく、コミッションを含む 「議長の友人グループFriendsofthe

PresidencyGroup」 が結成され、同グループによって審議されることになっ

た。その意図は、コミトロジーにおける欧州議会の関与や加盟国権限の保持
(12D

の度合いに関する、加盟国間の利害の相違 を調整 しようというものである。

このように、 コミ トロジーは、その本来の目的である効率的な政策執行の

観点は後 ろへ退 き、共同体の三機関がそれぞれの権限を確立、拡張 しようと

するアリーナと化 しつつある様相 を呈 している。 もしそうであれば、欧州統
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合の営みを牽引 しているコミトロジーが内在させている 「民主主義の赤字」

と 「透明性」の欠如の問題は解消へ向かうどころか、一層の拍車がかかるこ

とにもなりかねないであろう。

まとめと展望

1962年 の共通農業政策の実施 に際 して、市場調整の分野において、より効

率的な政策の実施を主眼 として、加盟国の協力を確保する意味合いの強い、

加盟国政府官僚によって構成される委員会 による諮問制度が開始 された。 コ

ミトロジーの始 まりである。それは民主的統制 と権限委任による効率的行政

という、少なくとも二つの課題 を内在 させたまま広 く定着 していった。民主

的統制は、過程の不透明さと欧州市民の不在 という民主主義の手続 きと参加

を問題 とし、効率的行政 は超国家機関における権限の関係を問題 としている。

農業政策の きわめて限定された分野から、農業のみならずあらゆる分野へ

とコミトロジーの援用 が広がっていき、委員会の手続き方法 も多様 なものと

なって、コミトロジーはECに おける意思決定の複雑 さの象徴 とされるよう

になった。EC/EUに おける政策実施段階での意思決定の方法 としてコミト

ロジーがこのように膨張を続 けたのは、EUの 構造 によるところが大 きいと

考えられる。すなわち、EC/EU政 策 として立法化されたEU法 の実施 は加盟

国政府の責任において行われるのであり、コミッションは実施状況の監視の

責任を負う。したがって、EC/EU政 策の効率的な実施 において、加盟国政府

の協力、加盟国 とコミッションとの意思疎通が重要であることは十分に理解

できるものである。 その意味で、コミッション職員が議長を務め、各加盟国

の行政の専門家である官僚によって構成 されるコミトロジー委員会 は、加盟

国 と超国家機関 との情報の交換 と学習 の場 を提供 し、よ りスムーズな ヨー

ロッパ政策の実施 を可能 とする機能を果たす側面 も持つ。そして、こうした

場での審議を通 じて、一国のみの行政ではな く、 ヨーロッパ レベルの行政へ

の理解 と精神が培われてい く可能性をみることもできる。すなわち、統合の

営みを実施する中核 となっているといえよう。
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そうであれば同時に、ヨーロッパの統合は、あ くまでもテクノクラー トに

よって牽引されたエリー トによる統合、「善意の専制主義」を免れえないこと

になる。そこには欧州市民はおろか、直接選挙で選出された欧州議会の議員

も不在なのである。マース トリヒト条約の批准 をきっかけに吹き出 した、こ

うしたEUの あり方に対する批判へ答えることも求められるのである。その

試みは、EC/EU政 策への一般市民の参加の招聘 に見出すことができる。た と

えばBSE危 機の善後策 として、1998年5月 に屠殺後BSEテ ス トの評価作業

への民間の参加が公募され、10機 関からの応募があり、そのうちの4機 関が

選ばれて、欧州共同体(EC)に 付設されている共同研究所(JRC)の 一つで

あるベルギーのへ一ル(Gee1)研 究所 と共同で、1999年4月 完了を目指して
(122)

作業中である。また、ECの 科学技術分野における研究開発政策の中心 は、重

点分野別 に個別のプロジェク トを策定 した 「枠組みプログラムFramework

Programme」 であるが、当プログラムは予算の執行を伴うために、必ずコミ

トロジー手続 きが規定されている。「枠組 みプログラム」の実施においては初

めて、最も新規の第5次 プログラム(1999-2002)か ら、コミトロジー とは

別 に個別のプロジェク トの実施 に対 して助言 と諮問 を行 う 「諮問グループ
(123)

AdvisoryGroup」 のメンバーが公募されている。その役割は実質的にはEU

政策の実施のチェックであり、メンバーとは具体的には団体や組織の代表で

あり、加盟国政府、欧州議会、科学者や技術者の専門家団体、消費者団体、

企業団体、その他科学、技術、社会経済的な目的を有する一般的な組織など

が列挙 されている。欧州議会 も加盟国政府 も一括 して他の社会集団 と同様 に、

「諮問グループ」として位置づけられていることは注意 を要する。政策形成段

階における専門家による諮問とは切 り離 して、 こうした幅広い社会 における

市民層からのEC/EU政 策の実施への監視や諮問などによる参加が制度付け

られることは、主権国家 において発達 してきた議会制民主主義の枠を超 えて、

新 しい民主的な統治方法の模索 として期待できるものである。「市民にできる

限 り近接した意思決定」をうたったサブシディアリテイ(補 完性)原 理 に沿っ

た試みとしての一面 とも評価できるであろう。

しかしなが らコミトロジーは、EU加 盟国政府の代表から構成 される委員
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会が、超国家機関であるコミッションが権限 として有するはずのEC政 策の

実施措置の採択 を統制 し、最終決定が理事会へ戻 される場合 もあ りうるとす

る手続 きである。 コミトロジーは三種類の手続 きを規定 しているが、最終決

定が理事会へ付託 される第三の 「規制委員会」が意図していたのは、加盟国

間の意見の不一致により政策の実施措置が不成立に終わった場合に、何 らか

の決定 をもたらすことであったと思われる。 しか しながら、「狂牛病」対応に

見られたように、加盟国間の思惑の相違がヨーロッパ レベルの政策の実施に

ついて合意 を成立させ得ない場合 に、コミッションはなす術 を持たず、最終

決定機関 としての理事会はコミトロジー委員会の不足 を補 うのではな く、拡

大するのみであることが明 らかになった。そこでは、委任 された実施権限は

機能せず、ヨーロッパ レベルの政策の効率性 はおろか、その成立さえも見る

ことができなかったのである。 コミッションが提案 している 「コミトロジー

決定」の改正案は、規制手続 きにおける理事会付託を削除しているが、それ

は立法の終わ りを政策実施の始 まりと位置づけ、超国家的行政機関としての

コミッションの自律性 を明 らかにしようとするものであろう。

コミトロジーの運用をめぐるEC/EUの 三機関、すなわち欧州議会、理事

会、そしてコミッションそれぞれの権限や影響力の確保への論争は続 きそう

である。それは民主主義 という道具立てのもとで、 コミトロジーをEU内 部

における権限をめぐるア リーナとしている。加 えて、今後 コミトロジーにお

いて加盟国の影響力がいかなる分野 に発揮され、コミッションの裁量がいか

なる分野におよび、 コミトロジーの適用そのものがいかに増減するのかなど

の運用の姿 は、ヨーロッパ行政の性格 を反映するものであろう。 こうしてコ

ミトロジーは、EUが いかなる政体へ向かおうとするのかを理解する一つの

指標を提供 して くれるか もしれない。

(1)欧 州 共 同体(TheEuropeanCommunity,EC)と は、1993年 に発 効 した欧 州

連 合 条 約(TreatyonEuropeanUnion,TEU,い わ ゆる マ ース トリヒ ト条約)

に よ り、 共通 外 交 ・安 全 保 障 政策(CFSP)、 司法 ・内務 協 力(CJHA)と と もに、

欧 州 連 合(EuropeanUnion,EU)を 構 成 す る 「三 本柱 」の ひ とつで あ る。CFSP

とCJHAは 、あ く まで も政府 間 の 協 力事 項 で あ るが、ECは 、独 自の立 法 、行 政 、
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司法の機関を持ち、直接選挙で選ばれた議員か らなる議会 と会計検査院 とを有 し

てい る。ECの 権限が及ぶ政策分野は、マース トリヒ ト条約 により、単一一市場形成

のための政策分野か ら、通貨 および政治連合へ向けて大幅に広が った。

(2)TEU189条 。

(3)コ ミッシ ョン は、一般には「委員会」という訳語が定着 してお り、

EC/EUの 行政機関 としての は「欧州委員会」と呼ばれて

いる。 しか しなが ら本稿 における考察の対象 は様々 な性格 の であ

り、 の日本語訳 も、一般的 には「委員会」である。 したが って、本稿

では、混乱 を避ける意味で、欧州委員会 は 「コミッシ ョン」と記述す る。なお、

EC/EUの 構造 、および諸機関 とその役割 については、本稿の第2章1節 、ECの

政策決定過程 を参照の こと。

(4)、

(5)コ ミッションは、1998年6月 に、理事会 と欧州議会 に対 して第一回 目の提案文

書 を提出 した。夏期休暇 あけの九月か ら、当提案 についての常駐代 表

レベルでの審議が開始 されている。

(6)は 、これを「審議的超 国家主義

」とよぶ。

(7)日 本人 によるコ ミトロジー を論 じた もの として、

(8)欧 州議 会の批判 の ほか に、憲法 学者 で あ り統 合 の論客 で あるJ.ワ イ ラー

は のイ ンタヴューで、 市民 に直接関わ る事柄について官

僚 のみが何 の統制 も受けることな く決定する手続 きであるとして、厳 しいコミ ト

ロジー批判 を述べている。

(9)コ ミトロジー とい う奇妙 な用語 は、 ジャー ゴンの一つに数え

られ るであろう。委員会 を多用する方式は、 においては早 くか ら存在 して

いたが、 コ ミ トロジー とい う呼 び名の表記 は、

な ど多様 であった。 とする表記 は、1987年7月13日 理

事会決定、および、欧州裁判所判決 に使 用されてお り、

この表記が標準化 しているとみなせ るであろう。 また、イ ンターネッ ト上のEU

のホームペー ジには、 の小題で簡単 な説

明が載せ られている。

(11)コ ミッシ ョンには、1998年 現在で25の 総局 があ

Commission

committees

OJ  L  197/33-5, 18.7.87

PER)

European Commission

(87/373/EEC)

Christian Joerges, Jurgen Neyer

supranationalism)

committees

Christian Joerges and Jurgen Neyer,

(CORE-

(deliberative
"Transform -

ing strategic interaction into deliberative problem solving : European 

comitology in the foodstuffs sector," Journal of European Public Policy, Vo. 

4, No.4, 1997, pp.609-25.

Ken ENDO, "Institutional

Leadership of Jacques Delors : A Half-Success in Comitology Reforms," 

THE HOKKAIDO LAW REVIEW, Vol.XLVIII, 1998, No.5.

(Weiler)

cometology

Die Zeit EU

Die Zeit, 22 Okt. 1988, Nr, 44, S.9.

Comitology

EC/EU

comitology

EU

commitology, committology,

([1988] ECR 5616,5627)

Committee procedure ("comitology")

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000c.htm.

(10) Rys Dogan, "Comitology : Little Procedures with Big Implications," West 

  European Politics, Vo.20, No.3, 1997, p.39.

(Directorate-General, DG)
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り、それぞれの担当分野 を持 つ。た とえば、DGIは 外交、DGIIは 金融、DGIII

は産業政策、…などである。コ ミトロジーへの参加 は、一般的 に局長(Director)

レベルである。

条。

(14)原 文は、英語表現 によれば、 …であ

る(強 調は筆者)。

(15)原 文 は、英語表現 によれば、 …であ

る(強 調は筆者)。

条は、 〔共通農業政策の確立お よび実施〕と規定 されてお り、4項 か ら

なる。 その第1項 において、委員会(コ ミッシ ョン)が 加盟国会議を招集す るこ

と、会議 は農業 の基本指針 を策定すること、委員会 は加盟国の農業政策 を比較検

討のうえ、その資源 および必要量についての報告をなす ことが定め られてい る。

第2項 において、委 員会(コ ミッシ ョン)は 、条約発効後 の二年以 内に共通農業

政策の策定および実施 などに関する提案 を行 い、理事会はその提案に基づいて、

全会一致(CAP実 施の始 めの二段階)も し くは特定多数決によ り、規則 もし くは

命令、 または決定 を作成す ることが定め られている。

145条 は、 〔閣僚理事会の権 限〕を規定 しているが、実施権限の他機関への付与

を定 めた項 はこの当時は存在 していない。そ こで規定され てい るのは、加盟国の

一般的経済政策の調整 の確保 と決定権の行使 である。 このことか ら、実施権限の

委任 は、委員会 が加盟国会議 を招集する義務 と、理事会の経済政策調整確保の義

務、 に依拠 してい るもの と考え られ る。

(20)(1962年4月4日 理事会規則第19号)

当時 のEEC公 用語 に英語は含 まれていない。

(21)EEC148条 に規定 されていた特定多数決の成立のための、加盟国六力国時代の

票数。

(12) TEU 148

(13) Christopher Docksey and Karen Williams, "The Commission and the 

  execution of Community policy," in G.Edwards and D.Spence  (ed.)  , The 

  European Commission, Longman Current Affairs, 1994, p.126.

The Commission may defer application

OJ No.L 197/34.

Ibid.

The Commission shall defer application

(16) Kieran St Clair Bradley, "Comitology and the Law : Through a Glass, 

  Darkly," Common Market Law Review, Vo.29, 1992, p.707. 

(17) Mark A.Pollack, "Delegation, agency, and agenda setting in the European 

  Community," International Organization, Vo.51, No.1, Winter 1997, p.115.

(18) EEC 43

(19) Christoph Bertram, "Decision-Making in the E.E.C. : the Management 

  Committee Procedure," Common Market Law Review, Vo.5, 1967-1968, pp. 

  247-249. Kieran St Clair Bladley, op. cit., p.706.

JO 20.4.1962, Reglement No.19.

Article 25.

(22) Op.cit., (Reglement No.19) , Article 26, JO 943/62. 

(23) Second General Report on the Activities of the European Economic Com-

  munities, 1968, p.484.
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(24) Op.cit.,  (Reglement No.19) , Article 22, point 2, 942/62.

(25)例 えば、年代順 にみてい くと、1964年 、欧州農業指導補償 基金の参加条件 に関

す る理事会規則17号 、1965年、農業記録の情報ネ ッ トワーク作成 に関する理事会

規則79号 、1966年、農業単位の構造の研究 の基本調査の実施 に関す る理事会規則

70号 、などである。

その数 は、1970年 までには14と 報告されてお り、1977年 には18ま で増加 して

い る。

加盟国は、国家の死活的利益 に関する事項 に関

しては、全加盟 国の合意が得 られ るまで協議 を続 けることを確認 した。これ以後、

現実 としては理事会 の全 ての決定 は全会一致 とな り、1986年 の単一欧州議定書

(SEA)の 批准 まで、政治的には政府間主義が凌駕 し、統合の停滞 をもたらした、

とされている。 ジェネラル レポー ト第9号 は、 その第1章 を特に、

として、「空席危機」か ら 「ル クセ ンブルクの妥協」に至 るまでの状況を説明 して

いる。EC/EUの 歴史 において、記録 に残 る事件であった 「空席危機」の評価 と、

こうした状況 にいた るまでの フランス と共同体 の当時の時代背景 の参考 にな る

分析 として、

(30)理 事会規則802/68に よ り[原 産地委 員会]、 理事会決定68/

361に より[常 任家畜委員会]、 理事会規則97/69に よ り[共

通関税税率序列委員会]の 三委員会である。 もっとも、これ ら

の委員会の設置 を規定 した規則や決定 においては、規制委員会

という呼び方 はされておらず、単 に、委員

会 とされている。

また、こうした新 しい形式の委員会 による、コミッションへの委任権限の行使

を規制 しよう とす る傾向 を法的観点か ら批判 した シンドラーは、《「広義の」管理

委員会手続 き 》 と

Bertram, op.cit., p.249.

Ch. Demmke, E. Eberharter, G. F. Schaefer & A.  Turk, "The History

  of Comitology," in Robin H. Pedler and Guenther F. Schaefer (ed.), Shaping 

  European Law and Policy : The Role of Committees and Comitology in the 

  Political Process, European Institute of Public Administration, Maastricht, 

  1996, pp.61-62. 

(26) Peter Schindler, "The Problems Of Decision-Making By Way Of The 

  Management Committee Procedure In The European Economic Commu-

  nity," Common Market Law Review, 8, 1971, p.184. 

(27) Bertram, op.cit., p.262. 

(28) 9th General Report on the Activities of the Community (1 April 1965 31

March 1966) , 1966, point 13.

THE GEN-

ERAI_ SITUTAION OF THE COMMUNITY (July 1965 to February 1966)

Henri Brugmans, L'idee Europeenne 1920-1970, Chapitre XII

  Crise ou Desintegration ? De Tempel, Bruges, 1970. 

(29) Bulletin de la Communatue economique europeenne, Bruxelles, mars 1966, 

   pp.6-7.

(JO 1968, L 148)

(JO 1968, L 255)

(JO 1969, L 14)

lementation, regulatory committee)

(committee)

(comite de reg-

(the management committee procedure "in wider sense")
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定義 している。

(31)委 員会制度の始 ま りの時点か ら今 日まで、諸委員会 の正確な数 を知 ることは不

可能に近 い。また、コミトロジー委員会に関 して公表 されている報告書 も限 られ

ている。1980年10月31日 現在で、設立条約 に基づ く委員会を含 む常任委員会の

数が、お よそ240と 報告 されている。その うちのコ ミトロジー委員会 は、諮問委

員会19、 管理委員会27、 規制委員会47、 となっている。

(32)1972年 にパ リで開催 された欧州首脳会議において、共同体の活動の法的根拠

として、EEC235条 を積極 的に援用 するこ とが合意 された。 このことの意義 につ

いては、拙稿 「欧州裁判所 と欧州統合」「九大法学』第74号 、1997年 、255頁 。

なお、「欧州裁判所 と欧州統合」の稿 において、パ リ首脳会議 を 「1974年」として

い るが、「1972年」の誤 りである。

(35)300と い う数字 は修辞 であるとしても、いか に多 くの形式の委員会が手続 きと

して存在 していたかが窺 い知れ るであろう。

(37)こ の事実は、後 になって、理事会、コ ミッシ ョン、欧州議会の三機関間の権限

の均衡 に関 して、対立的論争 をもた らしてい くことになる。

(38)TEUl44条 。

(39)TEU140条 は、欧州議会 とコミッションおよび理事会 との関係 を定 めてい る

が、当該条項が規定 しているのは、 コミッション構成員(委 員)の 議会への参加

と発言の権利お よび議会か らの質問への回答の方法、そして、理事会の議会 に対

す る発言権である。欧州議会が、立法 において理事会 と同等の共 同決定権 を持つ

の は、マース トリヒ ト条約以後の ことである。

(40)総 会決議 、欧州議会動議 な どに表

明 されている。

(41)欧 州議会 は、1970年 以来、予算 に関す る修正権限を有 し、1975年 に同権 限は条

約 に明記 された(TEU203条)。 理事会での審議 を経た後、採択 された予算 の最

終案に署名す るのは、欧州議会議長 である。予算以外の分野 において も、欧州議

会の権 限は、同意手続 き、協力手続 きなどの導入 によって漸次強化 されていき、

マース トリヒ ト条約 によって、共同決定手続 きが導入 された。これ によって、限

られた分野で はあるが、実質的 な立法機関 としての役割 を有 した といえる。

P. Schindler, op.cit., pp.185-186.

 Bulletin of the European Communities, Supplement 2/80, Council and 

Commission committees, Commission of the European Communities, 1980.

(33) Ken Endo, op.cit., p.1302. 

(34) COM (86) 35 final, Brussels, 3 March 1986.

Bulletin of the European Commu-

  nities, 10, 1986, point  2.4.22., p.87. 

(36) Bulletin of the European Communities, 12, 1985, point 1.1.3., p.12. 

    Ibid., 1. 1986, point 2.4.6., pp.61-62.

(OJ 17.1.1962) (EP Doc.119, 30.9.1968)

(42) European Parliament, Working Documents, A 2-78/86, 2 July 1986. 

(43) Bulletin of the European Communities, 10-1986, point 2.4.22, pp.85-86.
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(44) Ibid., p.85. 

(45) European Parliament, op.cit., point IV.1.1,  p.18. 

(46) Ibid., point IV.1.3, p.18. 

(47) Ibid., point IV.2, p.20. 

(48) European Parliament, Working Documents, Document A 2 78/86/ 

 ANNEX, 7 July 1986. 

(49) Ibid., Amendment No.8, p.14.

(50)ド ロー ル委 員 長 は 、当 議論 の意 味 す る とこ ろは、SEAを 署 名 した12力 国 の政

府 が 、果 た して本 気 でSEAの 精 神 を生 か そ う と考 えて い るか ど うか で あ る、とし

て次 の よ うに議 会 へ答 弁 して い る。

「… この先 、12力 国 は きっ とや ろ う と は しな いで あ りま し ょ う。ほ んの2日 前 、

研 究 担 当閣 僚 理 事会 です で に経 験 済 み な ので あ り ます 。そ こで コ ミッ シ ョン は あ

たか もイ ス タ ンブ ー ルの バ ザ ー での カ ーペ ッ ト売 りの よ うに、倍 の値 段 を吹 っか

け てい るか の ご と くに取 り扱 われ た の で あ ります。一体 わ れ わ れ を何 だ と考 えて

い るの で あ りま し ょう。 この22ヶ 月 間 、私 た ち は い っ し ょに作 業 を し、皆 さ ん方

の 中 に はわ れ わ れ を腰 抜 けだ とお 考 えに な って し ま う ほ どの プ ラ グ マ テ ィズ ム

と現 実 主義 とを示 して きた とい うの に 、 あの 全 て の12力 国 は、SEAを 冷 た く も

疑 って か か っ てい るので す 。 … コ ミ ッシ ョ ンの考 え は、理事 会 に対 して 、わ れわ

れ は道 理 をわ き ま えた人 間 で あ り、決 して 、繰 り返 し ます が 、決 して、 倍 の値 段

を吹 っか け て い るの で はな く、我 々が 規 制 委員 会 を含 む三 種 類 の委 員 会 を提 案 す

るの は、い くつか の加 盟 国 の 疑念 を許 容 し、理 解 し よ う とす る こ との現 れ で あ る

こ とをわ か らせ な け れ ばな らな い、 とい う こ とな の で あ り ます。」

(強調 は筆 者)

(52)TEU4条 。

(53)1997年 を例 に取 れ ば、 コ ミッ シ ョ ンに よ る立 法 措 置 は 、規則760、 指令35、 決

定635の 合 計1430件 を数 える。 ち な み に、共 同 決定 に よ る立法 措 置 は 、規則1、

指 令20、 決 定7、 理 事 会単 独 に よ る立 法 措 置 は、 規則208、 指 令14、 決 定157、

とな って い るQ

(54)欧 州 裁判 所 につ い ての概 説書 は い くつ か あ げ られ るが 、その 一 つ として 、

また 、拙 稿 、 「欧 州 統 合 と欧 州

裁 判 所 」 「九 大 法学 』 第74号 、1997年 、 も参 照 の こ と。

(55)1979年 に初 め て の欧 州 議会 議 員 の 直接 選 挙 が行 わ れ た 。しか し、選 挙 の 方法 は

統 一 され てお らず 、加 盟 国単 位 で 行 わ れ て い る。

Bulletin of the European Communities, op.cit., point 2.4.22, p.86.

(51) "The Commission shall be assisted by a committee ...", Article 2,  PROCE-

DURES I.II.III, OJ L 197/33, 18.7.87, 87/373/EEC.

 General Report on the Activities of the European Union, 1997, p.443, 

Table 28.

Jean-

Denis Mouton et Christophe Soulard, La Cour de justice des Communautes

europeennes, P.U.F. (Que sais-je? 2102) , 1998.
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(56)EC189b条 において 「共同決定手続 き」、同189c条 において 「協力」手続 き

が規定 されている。これ らの手続 きに関する解説 は、TEU合 意の後、数多 く出 さ

れている。わか りやす く紹介 されているもの として、た とえば、鷲江義勝 「EUの

共同決定手続 きについての一考察一 音声電話命令 の政策決定過程 を中心 とし

て 」『同志社法学』第48巻 、第4号 、1996年 所収。特 に、1368-1371頁 。

EC189b条 は、アムステルダム条約では、251条 となる。

(57)た だ し、議会 の単純過半数で コ ミッシ ョンに対す る立 法請求権 が成 立す る。

EC138条b2項 。

(58)TEUは 「ヨーロッパ市民権」 とい う条項 を新 しく挿入 した。 それによると、

「加盟国の国民 は全てEUの 市民権 を持つ」ことが規定 され、その権利 として、域

内の自由移動 、居住地に関わ らず加盟国地方議会の選挙 ・被選挙権お よび欧州議

会の選挙 ・被選挙権、外交的保護請求権、欧州議会およびオンブズマンへの請願

権 、が列挙 されている。 項。)アムステルダム

条約 は、8d項 に、EC諸 機関 との関係における全ての公用語使用の権利 を追加 し

た。

なお、欧州市民権については、安江則子 『ヨーロッパ市民権の誕生』丸善 ライ

ブラ リー、1992年 、を参照の こと。

(60)欧 州議会は、当初 は と呼ばれ て、加盟国の国会議員の兼職で あった

が、1979年 に、直接選挙が導入され、欧州議会議員 として選 出され るようになっ

た。

(61)安 江、前掲、82頁 。

(62)EC/EU法 の直接適用性 と・優位性 についての解説書 は、枚挙 に いとまが ない

が、その一つ として、拙稿、前出。

(63)TEU,EC157条 。

(64)PolicyNetwork論 は、イギ リスにおける中央 と地方の政府間関係を説明す る

モデル として も用い られているが、このモデル を応用 してEC/EUの 政体 を説明

する論が近年多 く見 られる。た とえば、

(66)「委員会による統治」という表現 は次の二論考 による。

 (EC  8, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d

(59) Helen Wallace, "Politics and Policy in the EU : The Challenge of Govern-

  ance," in H. Wallace and W. Wallace (ed.), Policy Making in the European 

  Union, 3rd edition, O.U.P., 1996, p.26.

Assembly

John Peterson, "Policy Networks and

  European Union Policy Making : A Reply to Kassim," West European 

  Politics, Vo.18, No.2, 1995. 

(65) Guy Peters, "Agenda-setting in the European Community," Journal of 

  European Public Policy, Vol.. No.1, 1994, pp.15-17.

Dusan Sidjanski, "Com-

  munaute europeenne 1992 : gouvernement de comites?" Pouvoir, No.48, 1989. 

  Peter van der Knaap, op.cit., p.83. 

(67) Peter Haas, "Introduction : epistemic communities and international
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policy coordination," in International Organization, Vo.46, No.1, Winter 

1992.

(68)公 式 、非 公式 に存 在 す る様 々 な委 員 会 の総 数 は、一説 に は3,000あ ま り と もい

われ て い る。そ のな か で、1995年 に限 って い え ば、理 事会 に よ る立 法 で コ ミ ッシ ョ

ンが諮 問 を義 務 づ け られ た 委 員会 として 、224が 新 し く設 置 され、その うち政 策 実

施 に関 わ るコ ミ トロジ ー委 員会 は141で あ る。

(69)西 尾勝 『行 政 学 』有 斐 閣 、1993年 、212頁 。

(70)経 済社 会 評 議 会 と、地 域 評 議会

が あ る。ESCは 、1958年 に石 炭鉄 鋼 共 同体 の発 足

と同時 に設 置 され 、CoRは 、1993年 、 マー ス トリ ヒ ト条 約 に よ り設 置 され た 。

TEU194～198条 はESC,198a,198b,198c条 はCoRに 関 す る条 文 で あ る。1995

年 以 来 、両評 議 会 と も、各 加 盟 国政 府 か ら提 出 され た リス トに基 づ いて理 事 会 が

任 命 す る222名 の 評議 員 か ら構 成 され る。評 議 員 は、ESCは 経 営 者代 表 、労働 者

代 表 、 そ の他 の諸 利 益 代 表 の三 グル ー プ に よ り構 成 され 、CoRは 、EU加 盟 国 の

自治 体 の長 な どの地 域 の代 表者 か らな る。

(71)TEU151条 、第1項 。

(73)欧 州 裁判 所(ECJ)は 、1996年3月19日 判 決 にお い て、COREPERは 理 事 会

の補 助機 関 であ り、条約 に よっ て決 定権 限 を付 与 され てい る機 関 で はな い、 との

判 断 を示 した。

また、

イ ギ リス の 『エ コノ ミス ト』誌 は、常 設 の コラ ム に を とりあ げ、 「ヨー

ロ ッパ の取 締 役 会 」と して紹 介 してい る。

(75)た とえ ば、DGXII(研 究 開 発総 局)の 「枠 組 み計 画 」 を例 に取 る と、作 業 部 会

は、毎 週 月 曜 日の午 後 、加 盟 国常 駐 代表 部 の科 学技 術 、研 究 開発 担 当 の参 事 官 、

ア タ ッ シェ レベ ル の専 門 家 全員(15名)が 参 加 して開 催 され る。

(79)1997年6月 、 お よ び1998年9月 のDGXIIで の イ ンタ ヴ ュー に よ る。

Giuseppe Ciavarini-Azzi, "The

Commission Viewpoint," paper presented at the Conference on Social Regula-

tion Through European Committees : Empirical Research, Institutional 

Politics, Theoretical Concepts and Legal Developments, Robert Shuman 

Centre, European University Institute, Florence, 9 & 10 December, 1996.

(Economic and Social Committee)

Committee of the Regions)

(The

(72) Lasok & Bridge, Law & Institutions of the European Union, Sixth edition, 

  Butterworths, London,  1994,  p.207.

Case C-25/94, Commission v. Council.

(74) Wolfgang Wessels, "The EC Council," in R. O. Keohane & S. Hofmann

(ed.), The New European Community, Westview Press, 1991, p.140.

COREPER

CHARLEMAGNE, Coreper, Europe's

managing board, The Economist, August 8`h-14" 1998, p.44.

(76) Council of the European Communities, Guide to the Council of the 
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ちなみ に、

管理委員会の意見表明がなか ったケースは、324件であった。意見表明がない場合
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【図1】 欧州共同体(EC)の 意思決定過程 とコミトロジー

・コミ トロジー委員会の意見 とコミッション提案が不一致の場合の流れ

IIb、IIIa、IIIb(理 事会 に よ る決定)

IIIb(廃 案)

諮問委員会

専門家委員会

コ ミッ シ ョン提 案

COREPER

I、II

理 事 会

作業部会

EC法 実施権限の委任

欧州議会 コ ミ ッシ ョ ン

実施措置の提案

「

コ ミ トロ ジー 手続 き

実 施

作成 筆者
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【図2】 コ ミ トロ ジー 手 続 き

手続き1諮 問委員会

コ ミッシ ョン提案 委員会による

意見表明

コミッションによる決定
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提 案

委員会意見表 明
・一定期 限内
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が一致 、 もしく
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b実施 を最大
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肯定意見
コミッション

決定
決定措置の実施
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(三ヶ月)又 は、単純過半数でコ提案否決

作成 筆者
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【図3】 コ ミ トロ ジ ー手 続 き改 正 案(1998年6月 コ ミ ッ シ ョ ン提 案)
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